
産業振興課　農政・水産班　新規就農担当　TEL：098-985-7134お問い合わせ

新事業
「りっか！りっか！貯筋」のご案内

りっか！りっか！貯筋では、『元気な自分を取り戻す』ための
サポートをします。

お問い合わせ 一般社団法人福志士会 TEL：098-985-7770
久米島町役場福祉課（地域包括支援センター）TEL：098-985-7124

農業を始めるあなたを応援！
新規就農補助金のご案内

新たに農業経営を開始する者に対して資金を助成する制度です

●農業経営開始時に49歳以下の認定新規就農者※１

※１　青年等就農計画の認定を受けた新規就農者
認定を受けるには、経営改善計画書等
その他、細かな要件がありますので、HPをご確認いただ
くか、産業振興課へお問合せください。

１．窓口での相談（担当との面談により手続き方法や要件について確認します。）
２．必要書類の記入・提出（農業経営改善計画の作成等）
３．経営開始となる要件を進める（農地の賃借権設定や出荷実績の確認）
４．青年等就農計画の認定を受ける
５．新規就農補助金の申し込みに進む

年間150万円の支援 最長3年間の交付期間

対象者

支援内容

手続き手順

対象者　　町内在住で介護保険の要支援１．２に認定された方及び
 基本チェックリスト該当者

内　容　　健康チェック（看護師在中）、集団体操、栄養指導、体力測定など
 理学療法士による個別指導あり
 セルフマネジメントシートを使用し、自宅での過ごし方を共に考えます

〈日　　時〉 毎週木曜日
 午後1時30分～午後３時15分

〈参 加 費〉　１回300円

〈実施場所〉　老人福祉センター（※送迎要相談）

〈期　　間〉 最長６か月
 （目標が達成でき次第卒業となります）

〈定　　員〉　７名　
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